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口 健 例 央 童
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山 四 警
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別 第 感 染 こ 行
表 二 染 症 の 期
名 条 症 診 条 日
称 第 診 査 例 ）
の 二 査 協 は
欄 号 協 議 、
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の 第 条 木

附 項 二 事
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事 事 二
務 務 十
所 所 三
の の 年
項 項 山

の 県 る
次 条 条
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こ る
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布
す
る
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境 次
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管 管 県
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中 中 四
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診
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題
名
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よ
う

第 第 第
三 二 一
条 第 条 第 第 条

三 三 一
山 条 山 条 条 山
口 第 口 第 中 口
県 一 県 一 県「
立 項 立 項 保 立
衛 の 衛 の 健 衛

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 立
県 第 十 衛
立 五 一 生
衛 十 年 看
生 八 十 護

こ
の
条 附
例
は 則
、
平
成

料駐
車
場
使
用

備
に
改
め
る
。

生 表 生 表 師 生
看 第 看 保 、 看
護 二 護 健 助 護
学 看 学 学 産 学
院 護 院 科 師 院
等 学 等 の 及 等
条 科 条 項 び 条
例 の 例 及 」 例
の 項 の び 及 （
一 を 一 助 び 昭
部 削 部 産 和「
を る を 学 並 四

看 号 二 学
護 月 院
学 二 等
院 十 条
等 二 例
条 日 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す

二 ２
十 の る
二 時 八 。
年 間 時
四 は 間
月 、 を
一 一 超
日 時 え
か 間 て
ら と 駐
施 し 車
行 て し

１
考

駐
車
時
間
が
三
十
分
以

次 。 次 科 び 十
の の の に 五
よ よ 項 養 年
う う を 護 山
に に 削 教 口
改 改 る 諭 県
正 正 。 」 条
す す を 例
る る 削 第
。 。 る 六

。 十

正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る

す 計 た
る 算 時
。 す 間

る に
。 一

時
間
未
満
の
端

内
の
場
合
に
お
い
て
は
、
使

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

。 数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
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料

と八を
に時徴
百間収
円をし
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え加い

算るも し一の た時と
改
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す
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６ ５ ４（
山 該 に

山 口 学 学 当 学
口 県 科 院 該 院
県 使 に の 学 の
使 用 在 第 科 第
用 料 学 一 に 二
料 手 す 看 在 看
手 数 る 護 学 護

３ ２（
三 学 成
十 学 院 二 山
一 院 の 十 口
日 の 保 五 県
に 保 健 年 立
こ 健 学 三 衛
れ 学 科 月 生
ら 科 等 三 看

１（ （
山 二 一 施
口 こ 行
県 第 第 の 期 附
立 三 二 条 日
衛 条 条 例 ） 則
生 の の は
看 規 規 、
護 定 定 平

第 第 第 第
六 四 三 二
条 条 条 条 山
中 第 第 の 口

一 一 表 県「
学 項 項 山 立
院 を を 口 萩

数 料 者 学 す 学
料 条 が 科 る 科
条 例 当 は 者 は
例 の 該 、 が 、

一 学 第 当 第（
昭 部 科 三 該 二
和 改 に 条 学 条
三 正 在 の 科 の
十 ） 学 規 に 規
一 し 定 在 定
年 な に 学 に
山 く よ し よ

の 及 の 十 護
学 び 存 一 学
科 助 続 日 院
に 産 に に （
在 学 関 当 以
学 科 す 該 下
す は る 学 「
る 、 経 院 学
者 第 過 に 院
が 一 措 在 」
こ 条 置 学 と
れ の ） す い

学 並 並 成
院 び び 二
の に に 十
存 次 附 三
続 項 則 年
に 、 第 四
関 附 四 月
す 則 項 一
る 第 及 日
経 五 び か
過 項 第 ら
措 、 七 施

及 削 削 県 看
び り り 立 護
」 、 、 衛 学
を 同 同 生 校
削 条 条 看 条
る 第 第 護 例
。 二 二 学

項 項 院
を を の
同 同 項
条 条 を
と と 削

口 な る な る
県 る 改 く 改
条 日 正 な 正
例 ま 後 る 後
第 で の 日 の
一 の 山 ま 山
号 間 口 で 口
） 、 県 の 県
の 存 立 間 立
一 続 萩 、 衛
部 す 看 存 生

ら 規 る う
の 定 者 。
学 に が ）
科 よ 当 は
に る 該 、
在 改 学 第
学 正 院 三
し 後 に 条
な の 在 の
く 山 学 規
な 口 し 定

置 第 項 行
） 八 の す

項 規 る
及 定 。
び た
第 平 だ
十 成 し
項 二 、
の 十 次
規 四 の
定 年 各

す す る
る る 。
。 。

を る 護 続 看
次 も 学 す 護
の の 校 る 学
よ と 条 も 院
う す 例 の 等
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日 十
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年 ず
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月 平

す
る
。
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